
 

 

 

酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 

の一部を改正する法律案要綱 

 

 
第一 酒税法の一部改正 

 (1) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 84 条（酒税保全のための勧告

又は命令）又は第二２による命令に違反した場合は、酒類の製造免許等を取り

消すことができること。   （酒税法第 12 条第 6号、第 14 条第 4号関係） 

 (2) 免許の申請者が(1)により酒類の製造免許等を取り消された場合を製造免許

等の要件（第 10 条第１号及び第２号）に加えるほか、一定の事由により酒類の

製造免許等を取り消された者である場合の製造免許等の要件（第 10 条第１号）

を当該酒類の製造免許等を取り消された日から３年を経過するまでの者である

場合とすること。          （酒税法第 10 条第 1号、第 2号関係） 

 

第二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正 

 １ 酒類に関する公正な取引の基準 

(1) 財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に

関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者（以下「酒類製造

業者等」という。）が遵守すべき必要な基準（以下「公正な取引の基準」とい

う。）を定めるものとすること。 

(2) 財務大臣は、公正な取引の基準を定めるに当たっては、酒類製造業者等の

適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのない

ように留意しなければならないこと。 

(3) 財務大臣は、(1)により公正な取引の基準を定めたときは、遅滞なく、こ

れを告示しなければならないこと。 

(4) 財務大臣は、公正な取引の基準を遵守しない酒類製造業者等があるときは、

その者に対し、当該公正な取引の基準を遵守すべき旨の指示をすることがで

きること。 

(5) 財務大臣は、（4）の指示に従わない酒類製造業者等があるときは、その旨

を公表することができること。 

(6) 財務大臣は、おおむね５年ごとに公正な取引の基準に再検討を加え、必要

があると認めるときは、これを改正するものとすること。この場合において

は、(2)及び(3)を準用すること。 

（酒類業組合法第 86 条の 3関係） 

 ２ 公正な取引の基準に関する命令 

財務大臣は、１(4)の指示を受けた者がその指示に従わなかった場合において、

酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認める

ときは、その者に対し、当該指示に係る公正な取引の基準を遵守すべきことを

命令することができること。       （酒類業組合法第 86 条の 4関係） 

 ３ 国税審議会への諮問 

   財務大臣は、１(1)により公正な取引の基準を定めようとするとき（１(6)に

より公正な取引の基準を改正しようとするときを含む。）は、あらかじめ、国税

審議会に諮問しなければならないこと。 



 

 

（酒類業組合法第 86 条の 8関係） 

４ 酒類販売管理研修の義務化等 

(1) 酒類小売業者は、酒類の販売業務に従事する者であって、酒類の販売業務

に関する法令（酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法、私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律、アルコール健康障害対策基本法その他の財

務省令で定める法令をいう。）に係る研修（以下「酒類販売管理研修」とい

う。）を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任すること。 

(2) 酒類小売業者は、酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごと（３年）

に、酒類販売管理研修を受けさせなければならないこと。 

(3) 財務大臣は、酒類小売業者が(2)を遵守していないと認めるときは、その

者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができ

ること。 

(4) 財務大臣は、(3)による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、そ

の者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令する

ことができること。 

(5) 酒類小売業者は、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管

理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた日等

の事項を記載した標識を掲げなければならないこと。 

（酒類業組合法第 86 条の 9第 1項及び第 6項から第 9項まで関係） 

 ５ 質問検査権の拡充 

   財務大臣の質問検査権の対象に、酒類業組合等又は酒類製造業者等とその事

業に関して関係のある事業者を追加すること。 

（酒類業組合法第 91 条第 1項関係） 

 ６ 公正取引委員会との関係 

(1) 財務大臣は、１(1)による公正な取引の基準の制定（１(6)による公正な取

引の基準の改正を含む。）をしようとするときは、あらかじめ公正取引委員会

に協議しなければならないこと。 

(2) 公正取引委員会は、酒類製造業者等の酒類の取引に関し、公正な取引の基

準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報

告するものとすること。 

(3) 財務大臣は、酒類製造業者等の酒類の取引に関し、不公正な取引方法に該

当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報

告するものとすること。 

（酒類業組合法第 94 条第 1項、第 3項及び第 4項関係） 

 ７ 罰則 

   次のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処すること。 

   ① ２による命令に違反した者 

   ② ４(4)による命令に違反した者 

（酒類業組合法第 98 条第 1号及び第 2号の 3関係） 

 

第三 施行期日等 

 １ 施行期日 

   この法律は、公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行すること。ただし、２(1)は、公布の日から施行すること。 

 （附則第 1条関係） 



 

 

２ その他 

  (1) 財務大臣は、この法律の施行前においても、第二の１（1）及び（2）、３

並びに６(1)の例により、第二の１(1)の公正な取引の基準を定めることがで

きること。                 （附則第 2条第 1項関係） 

  (2) 所要の経過措置を定めること。 

  (3) 所要の規定の整備を行うこと。 


